
News Release 
報道関係者各位            公益社団法人 日本看護協会 広報部 

2024年 4月 3日 

                                         
＜リリースの問合せ先＞ 公益社団法人日本看護協会  広報部 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2 電話：03-5778-8547  FAX：03-5778-8478 

Eメール koho@nurse.or.jp  ホームページ https://www.nurse.or.jp/ 

 

《 要望事項 》 

法務省における准看護師成を停止し、看護師養成に変更をされたい。 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人日本看護協会（会長・高橋弘枝、

会員 76万人）は 3月 28日、鈴木章記矯正医療管

理官に、小泉龍司法務大臣に宛てた「法務省に 

おける准看護師養成の停止に関する要望書」を提

出しました。 

報道関係の皆さまにおかれましては、今回の要

望の趣旨をご理解いただき、さまざまな機会に 

ご紹介いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

法務省では全国に 4 施設ある医療専門施設の 

うち 1施設で准看護師養成所を併設し、全国の矯

正施設（刑務所や少年院等）で勤務する刑務官と

して採用した職員の一部が准看護師資格を取得

しています。 

矯正施設では、被収容者の健康管理や緊急時に

は必要な処置を判断・実施することが求められま

す。これらの医療を担うには、被収容者の高齢化に伴う身体的・精神的に複雑な状態への

対応や、収容環境や被収容者の特殊性を踏まえた医療を提供できる高い看護実践能力が必

要です。 

本会では、国民・社会の医療ニーズに対応するには、准看護師の教育内容、時間数では

不足であり、准看護師制度創設以来、一貫して准看護師養成の停止を求めています。以上

を踏まえ、法務省における准看護師養成を停止し、看護師養成に変更するよう強く要望 

しました。高橋会長は、「高齢化の進展による患者像の複雑化・多様化への対応などさまざ

まな判断を求められる場面がある。准看護師の教育では、判断ができない」と述べました。 

鈴木矯正医療管理官は、矯正施設では刑務官が「医療の知識を持つため」に准看護師資

格を取得し、「医療スタッフへつなぐ」役割を担っていると説明した上で、本会要望の趣旨

に一定の理解を示しました。  
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小泉龍司殿

准看護師制度は、約 70年前に戦後の急激な病院増設による看護師需要を補うため

に、中学校卒業を要件に看護師を補助する資格として創設されました。准看護師は、

医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて「診療の補助」と「療養上の世話」を行う

ことを業とすることから、指示を前提とした教育が行われています。このため、准看

護師には、看護師のように患者の訴えや観察等をもとに状態をアセスメントし、緊急

性や必要な対応を自ら判断して、看護を提供する能力は、求められていません。

しかし、准看護師は受けている教育以上の役割や業務を求められてきた歴史があり

ます。国民・社会の医療二ーズに対応するには、准看護師の教育内容、時間数では不

足であり、日本看護協会では、制度創設以来、一貫して准看護師制度の廃止に向けた

取組みを行って参りました。

医療の高度化、高齢化の進展による患者像の複雑化、多様化への対応など、医療二

ーズの変化とともに全国的に准看護師養成所数は減少しています。

矯正施設においては、受刑者等の健康管理や、基礎疾患を持つ者について、継続的

な観察により状態悪化の予防と早期発見を行ない、緊急時には迅速に必要な処置を判

断、実施する等の医療が求められます。これらの医療を担うには、昨今の受刑者の高

齢化に伴う身体的・精神的に複雑な状態像への対応や、収容環境や収容者像の特殊性

を踏まえた医療を柔軟かつ適切に提供できる高い看護実践能力が必要です。

つきましては、このような事情をご賢察の上、貴省における准看護師養成を停止し、

看護師養成に変更するよう要望いたします。

法務省における准看護師養成の停止に関する要望書

公益社団法人日本看護協会

会長高橋弘

令和 6年3月28日

暴謹日
塑棚冷
妥陶淫

要望事項

法務省における准看護師成を停止し、看護師成に変更をされたい。






